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報告 1

1.は じめに

1.1 背景

行政の電子化は平成6年10月 の「行政手続法」施行に始まり、平成12年H月 の「高度情報

通信ネットワーク社会形成基本法 (可基本法)」 成立によつてその骨格が明らかとなつた。

lT基本法の狙いはIT革命に的確に対応し、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する

施策を迅速かつ重点的に推進することにあり、電子政府 。電子自治体の推進、電子商取引

の推進、ネットワークの安全性及び信頼性の確保と個人情報保護、等が掲げられている。

具体化に向けて電子政府構築計画 (平成H年度～平成15年度)が策定され、認証基盤整備、

基盤技術開発、先導的システムの開発に着手。平成13年度までに政府認証基盤 (GPm)の

整備、電子署名・認証法制の整備 (平成1弾印月施行)、 商業登記に基礎を置く電子認証の

整備を終え、一部先導的システムとして、インターネットを経由した行政手続きシステム

の構築・運用、及び電子入札・開札システムが実現されている。

さらに平成13年 1月 には、e―Japan戦略がIT戦略木都で決定され、5年以内に世界最先端のr

国家を目指すことが発表された。c―Japan戦略は、c―Japan重点計画-2002(平成14年)によつ

て具体化され、重点政策5分野の担当府省 と実施期限が明記されている。中でも、行政・公

共分野の情報化と高度情報ネットワークの安全性と信頼性の確保に係わる施策が重要で、

今後、行政情報の電子的提供、申請 。届出等手続きの電子化 (電子申請)、 公的個人認証

基盤の構築、政府調達の電子化等の推進が加速されることとなる。

ここで、注目すべきは、電子申請を取り巻く状況の一つとして、行政書士、司法書士、

社会保険労務士等の国家資格を有する士業の連合会による取組みである。電子申請に際し

ては申請者の「電子署名」は必須であるとの認識の下、各連合会は「会員資格を認証する

電子証明書Jを発行するための認証局を構築し、電子申請業務の効率化と認証局の運用に

関する実証実験を実施している。その結果、電子申請に係わる課題として、多重 (複数)

署名方式、添付書類の扱い、代理人の関与に関する「代理人の資格等の属性、代理内容と

委任状の扱い」等が指摘されている。一方、電子申請業務を取り扱 う当局の多くは、関連

法制度の検討とシステム構築の設計段階にあることから、今後の検討に際しては、官民が

連携して、利用者の視点から見たより良い方式を探ることが不可欠である。

1.2目 的

日本土地家屋調査士会連合会 (以下「日調連」と記す)と しても、国民の利便性向上と

負担軽減の視′煮から「オンライン登記申請」に係わる課題の検討を進め、日調連の社会的

役割と位置付けを明確化することが求められている。検討課題は、オンライン登記に係わ

る電子申請業務の法制度面の課題と「電子署名」に係わる課題に大別されるが、ここでは

「電子署名」に焦点を当て、「オンライン登記申請に係わる認証局 (以下「日調連認証局」

と記す)設置に関する実証的実験」を行 うこととする。

本実験の目的は、 「日調連認証局」として必要な機能と運用形態を整理するとともに、

その要否を含めての課題を明確にすることを目的とする。
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